
令和８年度 スクールソーシャルワーカー募集要項 

芦屋市教育委員会 学校支援課 

 項目 内容 

１ 募集人員 ２名 

２ 配置先 市内公立小中学校 

３ 職務の内容 

①問題を抱える児童生徒、その環境（学校、友人関係、家族、関係機関等）

への働きかけ 

・児童生徒、保護者、教職員との面談、家庭訪問等の相談活動 

・児童生徒への相談活動等に関する情報収集・提供、アセスメント及び

プランニング 

・保護者、教職員等への関係機関や地域の社会資源に関する情報提供・

紹介等 

・保護者と教職員の間の調整・橋渡し 

 

②学校内におけるチーム支援体制の構築、支援 

・ケース会議への参加とケースのアセスメント、問題解決のプランニン

グへのサポート 

・社会福祉等の専門的視点に基づく具体的支援に向けてのコンサルテ

ーション 

・校内支援チーム体制づくりの支援活動 

・学校現場での有用な支援方法やソーシャルワークに関する知識・技術

に関する研修 

 

③関係機関とのネットワークの構築、連携・調整 

・児童生徒支援、家庭環境等に関する情報を基に、関係機関と連携した

学校支援体制の構築等 

・関係機関への訪問、電話による情報交換、打合せ 

 

④いじめ防止などの問題行動への対応 

・いじめ防止に積極的に関わるとともに、関係児童生徒に関するアセス

メント、プランニングにより、いじめの解消や再発防止を支援 

・いじめ防止対策推進法第 22条における「学校におけるいじめ防止等

の対策のための組織」の一員として、同法に基づく対応を支援 

・不登校、暴力行為などへの対応について、SC のカウンセリングとコ

ンサルテーションを踏まえた関係機関との連携支援 



４ 任用形態 会計年度任用職員 

５ 期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水） 

６ 
勤務時間 

勤務日数 

・小・中学校 １日５．７５時間（１０：００～１６：３０） 

休憩時間４５分を含む 

・週２～４日 月１３日勤務 / 週１～２回 月１０日勤務 

・ただし、毎月第２水曜日は４．７５時間 

（１２：００～１６：４５）勤務 

７ 報酬等 
時間給 ３，０８１円（地域報酬含む） 

交通費別途支給（ただし、支給限度額の範囲内） 

８ 社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険は適用外になります。 

９ 
応募時の 

提出書類 
履歴書 １通（持参、郵送いずれか） 

１０ 資格要件 

原則として、社会福祉士の資格を有する者とする。 

ただし、福祉及び教育の分野において、専門的な知識・技術を有する

者又は活動実績がある者でも可とする。 

１１ 提出先 芦屋市教育委員会 学校支援課（郵送でも可） 

１２ 連絡先 

芦屋市教育委員会 学校支援課 担当：佐藤菜穂子 

０７９７－３８－２１４３ 

※書類選考の結果に応じて、面接の日時、場所等の詳細は、 

後日こちらから電話等で連絡いたします。 

 


